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【導入】 
 
「人民の人民による人民のための政治を。」と、ゲティスバーグで発されてから１５０年。 
その考え方は日本にも受け継がれてきました。 
しかし、果たして今、その理想は実現されているのでしょうか。 
 
私が人生で初めて選挙に投票したのは、おととしの事で、投票所へ足を運び、一票を投じま
した。 
自分の代表者を選ぶという事に、新しい経験に、空気に、私は感動を覚えた。 
そんな記憶があるんです。 
区切られたボックスの、机の前には、１０人の名前が書いてあって、その中から一人の名前
を書いて、投票箱に入れました。 
私は、この10人の中から私たちの代表者を選び出したわけです。 
 
しかし、現在の選挙は、我々国民の意思を適切に表明出来るものになっているでしょうか？ 
私は、現在の選挙制度。 
正確に言えば、立候補の前段階にて問題があると考えます。 
それは、選挙供託金制度の存在です。 
本弁論では、選挙における供託金の問題を指摘し、その解決を訴えます。 
 
【現状】 
そもそも、「政治」というものは私達に大きな影響を与えます。 
法律や条例を作る事、内閣総理大臣の指名、予算の議決、あるいは条約の承認。 
国民は、その法律に従わなければなりませんし、税金の使い道やその取り方をも、政治は定

めます。 
このようにして、私達は「政治」というものに大きな影響を受けるのです。 
日本では、その政治を実際に行うのは、私達が選挙をすることによって選んだ政治家です。 
だから、政治家というものは私たちの意志で選ばなければなりません。 
いわば、政治家は私たちの代表者なのです。 
 
その代表者を選ぶのは選挙です。 
彼らが行う政治というものは私たちに大きな影響を与えるから、選挙で政治家を選ぶとき

は、国民の意志に基づいて選ばれるようにしようというのが、選挙の基本なのです。 
 
一票に自らの意志を託し、代表者を選ぶ。 
この行動は、私たち国民が主権を行使する最大の機会といえるでしょう。 
 
 
しかし、それに対して、国民の意図しないところで立候補を制限する制度が存在します。 
それが「選挙供託金」という制度です。 
 
国政や地方選挙に立候補するには立候補前に「選挙供託金」というお金を国に納めなければ

なりません。 



地方選挙では60万から300万円、国政選挙では300万から600万円をそれぞれ納めることに

なっています。 
この供託金は、一定票数に届いた場合には返還されますが、届かなかった場合には没収され

てしまいます。 
 
また、法務省は選挙供託金制度の目的について「売名目的といった立候補や乱立に一定の抑

止力を持つため」としています。 
 
 
しかし、この供託金の存在によって、立候補が制限されている状況があります。 
例えば、2014年12月に行われた衆議院選挙。 
埼玉県のとある男性は、供託金として納めるための300万円を用意することができず、立候

補を断念せざるを得ませんでした。 
愛媛県の伊方（いかた）町で2016年に行われた町長選挙でも、供託金が制限となって新人

候補が立候補を断念しました。 
 
このような事例はごくわずかですが、確実に立候補が制限された状況は存在しています。 
 
このように、選挙供託金は私たちが選挙で候補者を選ぶ前に立候補に制限をかけているので

す。 
 
【問題点】 
私は、この制度は問題ではないかと考えます。 
 
選挙は、有権者が今後の自身の生活を決める重要な機会です。 
 
そんな選挙の時、有権者は立候補した選択肢の中からしか投票できません。 
そうであれば、立候補者を制限する、という事は、有権者の選択肢を制限する、という事に

なります。 
 
有権者の選択肢を制限するという事は、 
「この人が代表者に適している」という有権者の意思の表明を制限するということです。 
 
そうして選ばれた立候補者は国民の意思の反映をしているといえるのでしょうか。 
 
日本では、有権者が投票によって意思を表明するということは有権者自身が間接的に政治を

行うという事。 
 
であれば、立候補が制限され、投票による意思の表明が制限されるという事は、有権者自身

が政治を行う事、すなわち、有権者の意思の入った政治を制限してしまうという事になるの

です。 
 
 
　 
【理念】 
私が目指すのは、私たち有権者の意志が反映された選挙の実現です。 



そのために、供託金による制限のない選挙を実現しなくてはなりません。 
 
今の制度では、供託金を出せる人の中からしか有権者は選べません。 
これまでは供託金によって小政党や新規政党、無所属の人たちは阻まれてきました。 
でも、私が目指すのは、供託金を１００万円でも３００万でも６００万でも出せる人から、

それを出せないという人まで、制限なく立候補できて、 
有権者がその中から選べる社会です。 
 
そうして、まずは立候補がなされ、 
新たな論点、新たな意見、新たな価値観が提示されたうえで、 
その上で、 
「誰が代表者として適するか」を、有権者が表明することが可能になります。 
 
このような社会になれば、有権者は制限を掛けられることなく、今までよりも、より自分た

ちの意志に近い代表者を選ぶ事ができます。 
こうして、我々の声が届く政治、つまりは、我々が築き上げていく政治が守られるのです。 
 
【提言】 
 
だからこそ、私は、この「選挙供託金制度」は廃止するべきではないか！と考えます。 
 
【原因】 
では、現在、選挙供託金制度はなぜ存在しているのでしょうか。 
そもそもこの制度が導入されたのは１９２５年。 
普通選挙制の導入に合わせて導入されました。 
当時、社会主義勢力の拡大が懸念される中で、それを抑えるために導入されたのではない

か、という説が有力ですが、さすがに今の存在目的は違います。 
現在の趣旨は「売名や乱立、妨害目的の立候補に一定の抑止力を持たせるため」というもの

になっています。 
 
 
【政策分析】 
この、売名行為、妨害行為の定義について確認させていただきます。 
売名行為とは、選挙を利用して、自分の存在の知名度を向上させようとする行為のことを 
（間） 
妨害行為とは、対抗相手の主張と被せた候補者を多く擁立することで、相手の票を割らせ

て、当選を妨害する行為のことを指します。 
 
供託金制度をなくした場合、この売名や妨害による立候補が乱立する懸念がされています。 
 
しかし、実際には無制限に立候補者が増えるわけではありません。 
日本大学の研究によると、供託金が無くなった場合、増加する可能性のある立候補者の数は

最大でも現在の２倍程度。 
また、日本弁護士連合会によると、供託金が廃止された各国、フランスやドイツなどでは 
それほど立候補者が急増し、混乱したという例は報告されていないのです。 
 



このように、供託金制度がないからといって、悪意のある立候補がそれほど増えるというわ

けではないのです。 
 
たしかに、完全にこれらを防げるというわけではないかもしれません。 
しかし、有権者が意志を表明する機会を増やすことをまず、尊重するべきです。 
そもそも、投票という有権者の意志を表明する機会において選択肢が保証されなければ、有

権者の意志は政治に反映されないのです。 
だから、まずこの立候補、という有権者の最初の、選択の機会を確保することが先決なので

す。 
 
【締め】 
有権者の意志が反映された選挙の実現は 
私たちが築き上げていく政治。 
リンカーンが言った「人民の政治」の実現です。 
 
その実現に向け、人々は長い歴史の中で「不断の努力」で、それを追い求めてきました。 
そして現代においても、我々はそれを追い求めなければなりません。 
しかし、今から９０年も前に導入された選挙供託金制度は、変わらずに残っています。 
今こそ、国民の国民による国民のための選挙を実現させる。 
選挙供託金制度を廃止し、真に国民の意志によって代表者を選ぶ制度にすることは、その大
きな一歩ではないでしょうか。 
 
 
ご清聴ありがとうございました。 
 


